
（2）
２６・４・２７

法
等
改
正
案
の
早
期
成
立
・
施

行
を
期
す
こ
と
。
⑵
本
改
正
案

等
に
基
づ
く
対
策
の
推
進
に
当

た
り
、
消
費
者
庁
を
中
心
と
し

た
十
分
な
体
制
を
確
立
す
る
と

と
も
に
、
政
府
及
び
地
方
公
共

団
体
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
の

必
要
な
予
算
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。
⑶
一
層
の
食
の
安
全
と
安

心
を
図
る
た
め
、
係
る
法
令
の

改
正
も
視
野
に
総
合
的
か
つ
具

体
的
な
検
討
を
行
う
と
と
も
に

関
係
事
業
者
等
の
果
た
す
べ
き

責
任
を
明
確
に
定
め
る
こ
と
。

▪
通
学
中
の
子
ど
も
た
ち
の
安

全
確
保
を
求
め
る
意
見
書

　

平
成
24
年
４
月
、
京
都
府
亀

岡
市
で
登
校
中
の
児
童
ら
の
列

に
自
動
車
が
突
っ
込
み
、
10
人

が
死
傷
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い

事
故
が
発
生
し
、
そ
の
後
も
同

様
の
事
故
が
多
発
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
各
地
域
で
実
施
し
て

き
た「
登
下
校
の
見
守
り
活
動
」

「
通
学
路
の
安
全
点
検
」な
ど
の

交
通
安
全
対
策
に
は
限
界
が
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
国

は
一
昨
年
、「
通
学
路
緊
急
合
同

点
検
」を
実
施
し
、昨
年
５
月
通

学
路
に
あ
る
危
険
な
場
所
が
７

万
４
千
483
カ
所
に
上
る
こ
と
を

公
表
し
た
。
か
け
が
え
の
な
い

子
ど
も
た
ち
の
命
と
安
全
を
守

る
た
め
、
国
や
地
域
レ
ベ
ル
の

関
係
機
関
が
連
携
体
制
を
強
化

す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
通
学

中
の
子
ど
も
た
ち
が
巻
き
込
ま

れ
る
交
通
事
故
を
防
止
し
、
一

刻
も
早
く
安
全
に
通
学
す
る
こ

と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。よ
っ
て
、本

市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、国
の

責
任
に
お
い
て
、
安
全
な
通
学

路
を
整
備
す
る
た
め
の
予
算
確

保
及
び
、
子
ど
も
た
ち
が
安
全

に
安
心
し
て
通
学
す
る
こ
と
が

で
き
る
環
境
の
整
備
に
向
け
た

法
律
の
制
定
を
強
く
求
め
る
。

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
政
府

に
対
し
、
次
の
事
項
を
実
現
す

る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。
⑴
ウ

イ
ル
ス
性
肝
硬
変
・
肝
が
ん
に

係
る
医
療
費
助
成
制
度
を
創
設

す
る
こ
と
。
⑵
身
体
障
害
者
福

祉
法
上
の
肝
機
能
障
害
に
よ
る

身
体
障
害
者
手
帳
の
認
定
基
準

を
緩
和
し
、
患
者
の
実
態
に
応

じ
た
認
定
制
度
に
す
る
こ
と
。

▪
食
の
安
全
・
安
心
の
確
立
を

求
め
る
意
見
書

　

昨
年
、
大
手
ホ
テ
ル
等
で
メ

ニ
ュ
ー
の
虚
偽
表
示
な
ど
食
品

の
不
当
表
示
事
案
が
相
次
い
だ

こ
と
か
ら
、
政
府
は
食
品
表
示

の
適
正
化
の
た
め
緊
急
に
講
ず

べ
き
必
要
な
対
策
を
取
り
ま
と

め
た
。
具
体
的
に
は
、
農
林
水

産
省
の
食
品
表
示
Ｇ
メ
ン
等
を

活
用
し
た
個
別
事
案
に
対
す
る

厳
正
な
措
置
や
景
品
表
示
法
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
を
通
じ

た
食
品
表
示
ル
ー
ル
の
遵
守
徹

底
な
ど
当
面
の
対
策
が
盛
り
込

ま
れ
、
現
在
実
施
に
移
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
事
業

者
の
表
示
管
理
体
制
や
国
や
都

道
府
県
に
よ
る
監
視
指
導
体
制

の
強
化
な
ど
を
柱
と
す
る
抜
本

的
な
対
策
が
明
記
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
対
策
を
法
制
化
す
る
景
品

表
示
法
等
改
正
案
が
近
く
国
会

に
提
出
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
対
策
が
進
む

一
方
、
昨
年
末
に
発
生
し
た
国

内
製
造
の
冷
凍
食
品
へ
の
農
薬

混
入
事
件
等
を
受
け
、
消
費
者

か
ら
は
食
品
製
造
や
調
理
過
程

に
お
け
る
安
全
管
理
や
衛
生
管

理
体
制
の
一
層
の
強
化
を
求
め

る
声
が
少
な
く
な
い
。よ
っ
て
、

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、次

の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
じ
、
食
品
に
係
る
安
全
性

の
一
層
の
確
保
に
努
め
る
よ
う

強
く
要
望
す
る
。
⑴
食
品
表
示

等
の
適
正
化
を
図
る
景
品
表
示

ろ
で
あ
り
、
国
の
法
的
責
任
は

明
確
に
な
っ
て
い
る
。
ウ
イ
ル

ス
性
肝
炎
患
者
に
対
す
る
医
療

費
助
成
は
、
現
在
、
肝
炎
治
療

特
別
促
進
事
業
と
し
て
実
施
さ

れ
て
い
る
が
、
対
象
と
な
る
医

療
が
、
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
の
減
少
を
目
的
と
し
た
抗

ウ
イ
ル
ス
療
法
で
あ
る
イ
ン
タ

ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
と
Ｂ
型
肝
炎

の
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
に

限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
医
療

費
助
成
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い

る
患
者
が
相
当
数
に
上
る
。
特

に
、肝
硬
変
・
肝
が
ん
患
者
は
、

就
労
不
能
の
方
も
多
く
、
生
活

に
困
難
を
来
し
て
い
る
。ま
た
、

現
在
は
肝
硬
変
を
中
心
と
す
る

肝
疾
患
も
身
体
障
害
者
福
祉
法

上
の
障
が
い
認
定
（
障
害
者
手

帳
）
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
医
学
上
の
認
定
基
準
が

極
め
て
厳
し
い
た
め
、
亡
く
な

る
直
前
で
な
け
れ
ば
認
定
さ
れ

な
い
と
い
っ
た
実
態
が
報
告
さ

れ
る
な
ど
、
現
在
の
制
度
は
、

肝
炎
患
者
に
対
す
る
生
活
支
援

の
実
効
性
を
発
揮
し
て
い
な
い

と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
他
方
、
特
定
Ｂ

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付

金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

置
法
の
制
定
時
（
平
成
23
年
12

月
）に
は
、「
と
り
わ
け
肝
硬
変

及
び
肝
が
ん
の
患
者
に
対
す
る

医
療
費
助
成
を
含
む
支
援
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る

こ
と
」
と
の
附
帯
決
議
が
な
さ

れ
た
。
し
か
し
、
国
に
お
い
て

は
、肝
硬
変
・
肝
が
ん
患
者
に
対

す
る
医
療
費
助
成
を
含
む
生
活

支
援
に
つ
い
て
、
何
ら
新
た
な

具
体
的
な
措
置
を
講
じ
て
い
な

い
。肝
硬
変
・
肝
が
ん
患
者
は
、

毎
日
120
人
以
上
の
方
が
亡
く
な

っ
て
お
り
、
医
療
費
助
成
を
含

む
生
活
支
援
の
実
現
は
、
一
刻

の
猶
予
も
な
い
課
題
で
あ
る
。

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

※
以
上
６
件
の
予
算
議
案
に
つ

い
て
は
３
面
に
関
連
記
事
掲
載

人
事
・
そ
の
他

◆
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

池
田　

清
貴
氏
（
新
任
）

◆
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

黒
田　

克
司
氏
（
再
任
）

◆
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

保
険
料
軽
減
の
た
め
の
負
担

金
制
度
の
継
続
と
し
て
、
保
険

料
の
軽
減
措
置
を
引
き
続
き
実

施
す
る
た
め
、
平
成
26
年
度
及

び
27
年
度
の
２
年
間
の
時
限
措

置
と
し
て
、
審
査
支
払
手
数
料

相
当
額
等
を
市
区
町
村
が
負
担

す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
す
。

議
員
提
出
議
案

条
　
例

◆
三
鷹
市
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

三
鷹
市
組
織
条
例
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
市
議
会
総
務
委
員

会
及
び
厚
生
委
員
会
の
所
管
事

項
を
改
め
る
も
の
で
す
。

意
見
書
（
要
旨
）

▪
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に
対

す
る
医
療
費
助
成
の
拡
充
に
関

す
る
意
見
書

　

我
が
国
に
お
い
て
ウ
イ
ル
ス

性
肝
炎
、
特
に
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝

炎
の
患
者
が
合
計
350
万
人
以
上

と
さ
れ
る
ほ
ど
蔓
延
し
て
い
る

の
は
、
国
の
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
肝
炎
対
策
基
本
法

等
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ

総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
６
億
１
千

673
万
４
千
円
を
追
加
し
、
総
額

を
656
億
６
千
370
万
２
千
円
と
す

る
と
と
も
に
、
繰
越
明
許
費
を

設
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
25
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
15
億
２
千
936
万
円
を

追
加
し
、
総
額
を
671
億
９
千
306

万
２
千
円
と
す
る
と
と
も
に
、

繰
越
明
許
費
を
設
定
す
る
も
の

で
す
。
補
正
の
主
な
内
容
は
、

歳
入
予
算
で
は
、
個
人
市
民
税

の
増
４
億
６
千
万
円
な
ど
市
税

全
体
で
８
億
５
千
万
円
の
増
額

な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。
歳
出

予
算
で
は
、
職
員
人
件
費
そ
の

他
を
２
億
１
千
700
万
円
減
額
、

基
金
の
積
立
金
を
積
立
金
全
体

で
19
億
４
千
113
万
４
千
円
の
増

額
な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

当
初
予
算

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
予
算

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
26
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算

　

国
民
健
康
保
険
税
の
見
直
し

と
し
て
、
課
税
限
度
額
を
４
万

円
引
き
上
げ
、
総
額
を
81
万
円

と
し
、
均
等
割
額
を
２
千
400
円

引
き
上
げ
、
総
額
を
４
万
４
千

800
円
と
す
る
と
と
も
に
、
低
所

得
者
世
帯
に
対
す
る
保
険
税
均

等
割
額
の
軽
減
を
図
る
ほ
か
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
消
防
団
員
に
係
る
退

職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

退
職
報
償
金
の
支
給
額
を
一
律

５
万
円
引
き
上
げ
る
と
と
も

に
、
最
低
支
給
額
を
20
万
円
と

す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算

◆
平
成
25
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
の
専

決
処
分
に
つ
い
て

　

東
京
都
知
事
の
辞
職
に
伴
う

東
京
都
知
事
選
挙
を
執
行
す
る

た
め
の
予
算
措
置
の
必
要
が
生

じ
ま
し
た
が
、
特
に
緊
急
を
要

す
る
た
め
、
議
会
を
招
集
す
る

時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
地
方
自
治
法
第
179
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

25
年
12
月
25
日
、
市
長
に
お
い

て
専
決
処
分
を
行
っ
た
も
の
で

す
。

◆
平
成
25
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響

緩
和
策
と
し
て
国
が
補
正
予
算

で
計
上
し
た
、
「
臨
時
福
祉
給

付
金
」
と
「
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
」
の
支
給
に
対
応

す
る
た
め
、
歳
入
歳
出
予
算
の

向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う

者
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
並
び

に
一
般
市
民
の
中
か
ら
教
育
委

員
会
が
委
嘱
す
る
こ
と
と
す
る

と
と
も
に
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
障
が
い
程
度
区
分
判

定
等
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
」
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
条
例
題
名
の
一
部
等

を
「
障
が
い
程
度
区
分
」
と
い

う
表
記
か
ら
「
障
が
い
支
援
区

分
」
と
い
う
表
記
に
改
め
る
も

の
で
す
。

◆
三
鷹
市
心
身
障
が
い
者
福
祉

手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
」
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
障
が
い
者
及
び
障
が

い
児
の
対
象
に
難
病
患
者
等
が

加
わ
り
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
の
利
用
が
可
能
と
な
っ
た

こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
見
直
し

を
行
う
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
災
害
見
舞
金
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

死
亡
見
舞
金
の
金
額
を
現
行

30
万
円
か
ら
一
律
10
万
円
に
引

き
下
げ
る
と
と
も
に
、
傷
害
見

舞
金
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
被
災

見
舞
金
の
金
額
の
う
ち
世
帯
人

員
が
１
人
の
世
帯
の
場
合
に
支

給
額
を
半
額
に
す
る
規
定
を
削

除
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
三
鷹
市
公
平
委
員
会
設
置
条

例
の
廃
止
及
び
東
京
都
市
公
平

委
員
会
を
共
同
設
置
す
る
団
体

と
な
る
こ
と
に
伴
う
関
係
条
例

の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

三
鷹
市
公
平
委
員
会
設
置
条

例
の
廃
止
及
び
東
京
都
市
公
平

委
員
会
を
共
同
設
置
す
る
団
体

と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
三
鷹
市

情
報
公
開
条
例
ほ
か
８
件
の
条

例
に
つ
い
て
、
規
定
を
整
備
す

る
も
の
で
す
。

◆
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防

止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す

る
法
律
」の
一
部
改
正
に
よ
り
、

同
法
の
適
用
対
象
の
拡
大
が
行

わ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
三
鷹
市

男
女
平
等
参
画
条
例
ほ
か
２
件

の
条
例
に
つ
い
て
、
生
活
の
本

拠
を
共
に
す
る
交
際
相
手
か
ら

の
暴
力
及
び
そ
の
被
害
者
に
つ

い
て
も
適
用
対
象
に
加
え
る
と

と
も
に
、
用
語
を
整
理
す
る
も

の
で
す
。

◆
三
鷹
市
社
会
教
育
委
員
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

社
会
教
育
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
社
会
教
育
委
員
の
委
嘱

の
基
準
に
つ
い
て
、
市
が
条
例

で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
学
校
教
育
及
び
社
会

教
育
の
関
係
者
、
家
庭
教
育
の

可
決
し
た
議
案

第
1
回
定
例
会

臨時福祉給付金等支給事業実施本部事務局


